
 
 
 
 
 
 

 

１ 目  的 

成年後見制度は、精神上の障害 （知的障害、精神障害、認知症など）により判断能力

が不十分なため法律行為における意思決定が困難な方々について、本人の権利を守るた

めに選任された援助者(成年後見人等)により、本人を法律的に支援する制度です。 

全国の令和４年末時点の成年後見制度の現利用者は２４５，０８７人で、超高齢社会

にあって今後も利用者数の増加が見込まれますが、まだまだ制度が十分に浸透し活用さ

れていないのが現状です。 

本講座は、成年後見制度を必要な人が必要な時に円滑に利用を進めることができるよ

う、成年後見制度の内容や利用する際の具体的な手続きの実務等を楽しく、わかりやす

く解説します。 

 

２ 主  催 

千葉県／千葉県弁護士会／千葉司法書士会／公益社団法人 成年後見センター・ 

リーガルサポート千葉県支部／一般社団法人千葉県社会福祉士会／社会福祉法人  

千葉市社会福祉協議会／社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 

 

３ 日  時 

  令和５年１２月１７日（日）１３時～１５時４０分 

 

４ 会  場 

  千葉市生涯学習センター ２階ホール（※別紙 会場案内参照） 

 

５ 参加対象 

一般県民等 

 

６ 定  員 

 【当日参加】 

２５０名 

 【アーカイブ配信を視聴】 

定員なし（ただし、申込みによる希望者のみ） 

 ※開催当日の講座内容を動画として収録し編集後、一定期間オンライン配信します。 

(当日の生配信はありません)。 

   申込いただいた方に、後日、配信日及び視聴 URLをお知らせします。 

   ≪配信期間≫ 令和６年２月１日（木）～３月３１日（日） 

    

７ 参 加 費  

  無 料 

 

 

令和５年度 

楽しく学べる！はじめての成年後見講座 

開催要項 



８ 内  容 

時 間 区  分 内  容 講師等 

12:00～13:00 受 付 

13:00～13:05 開会・オリエンテーション 

13:05～13:10 

(5分) 
【漫 才】 講座の導入 

▦吉本興業 

ナイチンゲールダンス 

13:10～14:00 

(50分) 

【講義①】 

「成年後見制度の説明 

～概要編～」 

成年後見制度の基本事項を弁

護士がわかりやすく解説しま

す。 

▦千葉県弁護士会 

佐久間 貴幸  

14:00～14:10 休 憩 

14:10～14:40 

(30分) 

【講義②】 

「成年後見制度の説明 

～手続き編～」 

成年後見制度を利用する際の

手続き等の実務を弁護士がわ

かりやすく解説します。 

▦千葉県弁護士会 

佐久間 貴幸  

14:40～14:50 

(10分) 

「要チェック！ 

これだけは押さえておき 

たいポイントは？」 

成年後見制度に関する重要事

項をお笑い芸人と弁護士の掛

け合いを通して、ふりかえり

ます。 

▦吉本興業 

ナイチンゲールダンス 

▦千葉県弁護士会 

佐久間 貴幸  

14:50～15:00 休 憩 

15:00～15:30 

(30分) 

【Ｑ＆Ａ】 

「成年後見制度笑百科」 

２つの事例を題材として成年

後見制度の実務に関するさま

ざまな疑問に回答します。 

＜進 行＞ 

▦吉本興業 

ナイチンゲールダンス 

＜悩み相談＞ 

▦吉本興業 

スパイク 

 

＜回答者＞ 

▦千葉県弁護士会 

▦成年後見センター・リー

ガルサポート千葉県支部 

▦千葉県社会福祉士会 

▦千葉市社会福祉協議会 

15:30～15:36 

（6分） 

「成年後見制度 

   おさらいクイズ」 

成年後見制度について、クイ

ズ形式でおさらいします。 

15:36～15:40 事務連絡・閉会 

 

 

 

 

 

 

 



９ 参加申込 

  申込締切：令和５年１１月３０日(木)まで 

 【申込み方法】 

(１)下記 URL・QRコードより、Googleフォームから申込み 

  https://forms.gle/hJaTXQrbRYaWidhB7 

 (２)参加申込書により、千葉県社会福祉協議会（下記問い合わせ先）あてに FAXまたは 

Eメールで申込み 

※１ 手話通訳や要約筆記等の配慮が必要な場合は、参加申込書の備考欄へその旨をご  

記入ください。 

 ※２ 視聴方法や資料等については、後日、メールにてご案内します。 

 ※３ 会場参集を希望する方は、定員(２５０名)に達し次第、締め切りとなります。 

    なお、当日は参加券を発行しませんので、予めご了承ください。 

 

１０ その他 

(１)会場に駐車場はありませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

(２)本講座を通じて取得した個人情報については、千葉県社会福祉協議会が定める「個 

人情報に関する方針（プライバシーポリシー）」に基づき取り扱うこととし、本講座の  

運営に関する業務以外の目的には使用しません。 

  

 

１１ 問い合わせ先 

  社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 

  千葉県後見支援センター（担当：高島・窪田） 

〒260-8508 千葉市中央区千葉港４－５ 

℡：043－204-6012／Fax：043－204-6013 

E-mail: smile@chibakenshakyo.com 

  

＜ＱＲコード＞ 



【 会 場 案 内 】 

 

千葉市生涯学習センターへのアクセス 

○ JR千葉駅「中央改札」を降りて、「千葉公園口」から徒歩８分 

〇千葉モノレール「千葉公園駅」から徒歩５分 

 

千葉市生涯学習センター 千葉市中央区弁天 3丁目 7番 7号 

TEL.043(207)5811(代) 

 


